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10 森林の整備・保全及び鳥獣害防止に向けた施策の充実強化・集

中実施について 

 

森林の整備は、木材の供給はもとより、水源のかん養や美しい自

然景観の形成など多面的な機能により、国民生活の向上に寄与する

とともに、地球温暖化対策にも重要な役割を担ってきた。 

また、豊かな森林資源を有効活用しつつ、新たな木材需要の創出

や国産材の供給体制を構築することにより、林業・木材産業の競争

力を強化することは、地域経済の活性化、ひいては経済の下振れリ

スクに対応した経済対策としても大いに効果が期待されるところで

ある。 

森林の整備の推進には、安定した財源による継続的な支援措置の

早期導入や、森林保護活動の促進が重要な課題である。また、半数

以上の人工林が一般的な主伐期である10齢級となるなど利用期を迎

えている地域材や、すでに主伐期を超えている大径木の需要拡大に

向けて、建築用材や熱利用又は発電のためのエネルギー源として有

効に利用することにより、木材需要を喚起する施策が必要である。 

一方、野生鳥獣の個体数増加による農林業被害は年々深刻となっ

ており、森林整備と一体的に行う防護柵等の鳥獣害防止など、野生

鳥獣による農産物被害・森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等

を図るための鳥獣害防止施設等の整備も、喫緊の課題である。 

国は、平成20年に鳥獣被害防止特措法を施行し、市町村の策定し

た被害防止計画に基づく各種対策を鳥獣被害防止総合対策交付金に

より支援するとともに、平成25年には「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」

を策定し、平成35年度までにニホンジカの個体数を半減させる目標

を掲げている。 

しかし、鳥獣被害防止総合対策交付金は、事業内容の拡充はされ

るものの予算枠はほぼ増加がなく、一方で市町村からの要望額は毎
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特に若い世代の登録推進のため、中学校や高等学校等の授

業において 骨髄移植を取り上げるようにすること。 
 

（２） 地方が実施する講演会や個別相談会、献血ルーム等に骨髄

ドナー登録に係る説明者を配置するなどの普及啓発活動に対

して、財政的支援を行うこと。 
 
２ 骨髄を提供しやすい環境づくりについて 

（１） ドナー休暇制度を国として制度化し、企業・団体等に対し

て、直接導入を働きかけること。 
 

（２） 企業等がドナー休暇制度を導入しやすくするため、国とし

て経営環境の整備に向けた税制上の優遇措置や休業補償など

のインセンティブが働く支援を行うこと。 
 
（３） 自営業者や主婦などドナー休暇制度の対象とならない骨髄

提供者に対する経済的負担の軽減策を国として創設すること。 
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年増加していることから、要望額を確保できなくなる懸念が生じて

きている。  

以上のことから、次の事項について、迅速かつ集中的に実施する

ことを強く求める。 

 

１ 森林整備及び地域材の利用拡大に向けた施策の充実強化 

（１）森林整備推進のための安定的財源の確保及び森林整備地域活

動支援交付金事業の使途を拡充すること。 

（２）木材加工事業者間や素材事業者との連携など、体制整備を促

す施策やその取組に対する支援措置を講じること。 

（３）住宅などへの地域材利用を促進するため、消費者の需要を喚

起する新たな施策を創設すること。 

（４）木造公共建築物の整備に対する事業要件の緩和などの更なる

支援措置を講じること。 

（５）東京オリンピック・パラリンピック大会競技施設等に、ＦＳ

Ｃ認証材などの地域材を活用すること。 

 

２ 鳥獣被害防止対策について 

（１）鳥獣被害防止総合対策交付金の十分な予算を確保すること。 

（２）事業単価を柔軟にするなど、地域の実情を踏まえた弾力的な

運用とすること。 
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